
森林・林業再生プラン

＜国の制度変更＞

平成21年12月25日
農林水産省

路網整備の加速化 准フォレスターの育成

森林法の改正

今後１０年間をめどに木材利用５０％以上

支援制度（交付金）の変更

＝森林管理・環境保全直接支払

　支援事業の新設　　　　　・・・①

森林計画制度の見直し

所有者不明時の使用権確保
無届伐採時の造林命令・中止命令

新たな森林所有者の届出　　等々

市町村森林整備計画の見直し

②

・・・③

平成２３年度から 平成２３年４月２２日公布
平成２４年４月１日施行

（一部は施行済）
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